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事 業 報 告

自 ２０２２年４月 １日

至 ２０２３年３月３１日

1. 株式会社の現況に関する事項

（１）事業の経過及びその成果

当期における我が国経済は、ウィズコロナの下で個人消費や設備投資など緩やかに持ち直

しつつある一方、エネルギーや食料品をはじめとした物価高騰の影響を受ける状況となりまし

た。当社の事業環境においても、緩やかに航空需要が回復したものの、2023 年 3 月において

も新型コロナウイルス影響前の状態にまでは戻らず、厳しい 1年となりました。

広島空港における 2022 年度の国内線航空旅客数は計画比 96％となる 204 万人となりまし

た。2021 年度比では 207％ではあったものの、新型コロナウイルス影響前の 2019 年度比では

76％の水準にとどまりました。また、国際線については、出入国制限の影響により当初の計画

より遅れ、2023 年 1月 4日に広島～台北線の運航が再開となりました。2022 年度の国際線航

空旅客数は計画比 20％となる 1万人、新型コロナウイルス影響前の 2019年度比では 4％とな

り本格的な回復には至りませんでした。

このような状況のもと、当社は国内線を中心とした航空需要の獲得を図るとともに、国際線の

翌年度以降の本格的な回復に備えセールス活動と需要の掘り起こしを行い、 商業エリアの賑

わいづくり等による収益力強化、今後の成長に向けたターミナルビル拡張を中心とした計画を

推進してまいりました。また、 地元自治体や地域経済界をはじめとする各種団体との連携・繋

がりをより深め利用促進を加速させるとともに、 安全、安心を守る体制を継続、強化してまいり

ました。

当期の業績につきましては、営業収益 3,149 百万円（前年度 2,274 百万円）、設備投資の

抑制や経費削減を推し進めたことにより営業損失は 1,846 百万円（同 2,067 百万円）、当期純

損失は 2,060 百万円（同 2,495 百万円）となりました。

（航空ネットワーク）

出入国制限が続く非常に厳しい環境下でありましたが、広島発の国内線を利用した海外へ

の出発旅客、関東圏からのインバウンド旅客、主要路線である羽田線の日帰り旅客等、顧客

属性ごとに各種キャンペーンを実施するなどして需要喚起に努めてまいりました。国際線は

2023 年 1月 4日から、約 2年 9 か月ぶりにチャイナエアラインによる広島～台北線の運航が

再開となりました。同時に、保安サービスの充実及び航空会社が空港を使用する際の料金負

担の軽減を図るため、国際線旅客保安サービス料(PSSC)を導入致しました。また、今後のイン

バウンド旅客の獲得に向けて、台湾や欧米豪の旅行会社やメディアを対象に空港周辺観光地

を視察いただく FAM トリップを実施致しました。

（交通アクセス）

2022 年 9 月から立体駐車場の建設と平面駐車場改修工事（2023 年 11 月完成予定）に着

手し、立体駐車場は、2023年4月から供用、予約サービスを開始致しました。これにより、お車

で来港いただく際の満車の不安が解消され、スムーズな駐車が可能となります。また、広島空
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港ホームページ上に、利用される便に応じて出発地から目的地までの経路探索ができる空港

アクセスナビを導入致しました。

（空港施設）

コロナ禍ではありましたが、BOOK&OYSTER BAR Hiroshima、くすりのウェルネスといった新

規店舗の誘致、民間運営 1 周年を記念したイベントや、北海道物産展、瀬戸内・山陰うまいも

の展、りんくうパンマルシェといった各種催事を開催して商業エリアの賑わいづくりと収益の拡

大を推し進めてまいりました。

更に、脱炭素化の取り組みとして、国内空港では最大級の発電容量となる大規模カーポー

ト型太陽光発電設備（2.6MW）を、PPA 方式により空港駐車場に導入することと致しました

（2023 年 11 月運用開始予定）。本取り組みにより、広島空港における CO2 排出量 19％削減

を実現することが可能となります。

（地域連携・地域共生）

地元との連携を推し進め、６市町の特産品を販売する「りんくうさんぽ市」を旅客ターミナル

ビル内で開催、空港公式 Instagram のサブチャンネル「広島りんくうさんぽ」にて地元の魅力を

発信致しました。地元の中学生・高校生提案のＰＲ動画やパンフレットの館内での放送・配布

や、三原市への防災備蓄品の寄贈や廃校になった小学校のピアノを設置するなどの施策も

進めてまいりました。

2023 年 1 月には広島空港公式 LINE を開設、facebook、Instagram とともに SNS での空港

と空港周辺情報の発信を強化してまいります。

（安全・安心）

各種事案に備えた訓練を継続的に実施した他、滑走路とターミナルビル・駐車場等施設全

般の運用・維持管理及び安全・保安を担う部門を集約した「広島空港オペレーションセンター

（HOP）」を開設致しました。大規模災害や航空機事故などの緊急時には関係機関が参集し、

より緊密な連携が可能となります。また、旅客・貨物両ターミナルビルの特定天井改修工事を

完成させました。天井の仕上材を軽量な膜天井に改修することにより安全性を確保し、また、

旅客ターミナルビルにおいては、「折り鶴」をモチーフに「平和への願い」を表現し、LED 照明

の色温度や明るさ等を制御するサーカディアンリズム照明を取り入れました。様々なイベント

に応じた空間演出が可能となり、また、利用客の快適な環境を実現するとともに、省エネによ

る空港のカーボンニュートラル化に貢献します。

空港内関係者に対しても、災害時における通勤路の迂回路マップを作成し共有したほか、

広島空港保安検査員コンテストを行い、保安検査員のモチベーションアップとスキルアップを

図り、航空保安強化・検査品質の向上に努めました。

（経営基盤）

安全・安心を担う空港運営の基盤である人材の確保を推し進めるために、空港内事業者合

同の企業研究・見学会やインターンシップを開催致しました。また、空港で働くイメージを持っ

ていただけるよう、旅客ターミナルビル内に「空港おしごとミュージアム」を開設致しました。引

き続き積極的に人材の確保に取り組んでまいります。また、全国健康保険協会広島支部に

「健康宣言」を行いました。社員の健康を重要な経営資源と捉え、健康で働き続けることがで

きる会社を目指すため「健康経営」に取り組んでまいります。
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（ホテル）

2021 年 9月からホテル施設を広島県に貸し出し、新型コロナウィルス感染者の療養施設の

機能を担ってまいりましたが、2022 年 8 月で終了し同 9月から一般営業を再開致しました。

（２）設備投資等の状況

当期の主な内容は以下の通りとなります。

・特定天井改修工事 1,133 百万円

・立体駐車場建設工事 823 百万円

・広島空港オペレーションセンター開設工事 223 百万円

・旅客搭乗橋（#2、#6A）更新工事 154 百万円

（３）資金調達の状況

2021 年 3 月 31 日に株式会社広島銀行をアレンジャーとする合計 8 の金融機関との間で締

結した「広島空港特定運営事業等シニア金銭消費貸借契約」に基づき、設備投資等の支払い

を資金使途として、1,424 百万円の借入を実行しました。

（４）財産及び損益の状況

①当社の財産及び損益の状況の推移

第 1 期

（2020 年度）

第 2 期

（2021 年度）

第 3 期

（2022 年度）

売上高（百万円） 9 1,652 2,421

当期純損失（百万円） △837 △2,181 △2,115

1 株当たり当期純損失（円） △5,584.50 △10,810.35 △10,076.04

純資産（百万円） 14,662 15,481 13,365

総資産（百万円） 33,325 33,427 31,680

（注）2020 年度の会計年度は、当社設立日 2020 年 11 月 18 日から 2021 年 3月 31 日です。

②企業集団の財産及び損益の状況の推移

第 1 期

（2020 年度）

第 2 期

（2021 年度）

第 3 期

（2022 年度）

売上高（百万円） - 2,274 3,149

親会社株主に帰属する当

期純損失（百万円）

- △2,495 △2,060

1 株当たり当期純損失（円） - △12,368.84 △9,813.85

純資産（百万円） - 15,661 13,600

総資産（百万円） - 33,767 32,042

（５）対処すべき課題（注力すべき施策）

新型コロナウィルス感染症が収束しウィズコロナへ移行する中、空港が持つゲートウェイ機

能の回復・強化を進めてまいります。

航空ネットワークについては、運休路線の再開と再開後の定着を着実に進めることに加え、

航空会社へのマーケティングの支援やインセンティブ制度の活用、空港間連携の強化により

新規路線の誘致を加速させてまいります。また、運航再開・新規就航の機会を逃さないために

グランドハンドリングのリソース不足解消を徹底的にサポートしてまいります。
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交通アクセスについては、立体駐車場の供用と予約サービスを開始致しましたが、今後は

カーブサイド改修計画の策定を行うとともに、レンタカーステーションを開設致します。さらに、

広島空港経由の高速バス路線の実現による交通拠点化を推進するとともに、オンデマンド交

通、貨客混載バス等の新交通モードを具現化してまいります。

空港施設におきましても、航空需要の拡大を見据え、旅客ターミナルビルの増築・改修と

商業エリアのリニューアル計画の策定を進めるとともに、各種施設の顧客ニーズを捉え、快適

性の向上及び収益拡大を実現します。11 月には PPA 方式による太陽光発電の運用を開始

し、空港の脱炭素化を進めます。また、空港全体を巻き込んだ CS・ES の体制を整備し、満足

度向上に向けた各種活動を推進致します。

地域との連携・共生につきましても、地元経済界や広島空港サポーターズクラブ会員企業

等との連携を活かし、就航地の関係機関との連携を深め各路線に応じたビジネス・観光需要

を掘り起こすことにより、航空需要の拡大に繋げます。また、新たなモビリティの導入を目指す

等、空港周辺施設の回遊性を高めるとともに、イベント等の継続開催を通じて臨空エリアの賑

わい創出を図ります。

安全・安心への取り組みとして、G７広島サミットの成功を支えるため、関係者と連携しセキュ

リティを更に強化するとともに、空港内事業者や外部関係者と共同で、安全に関する教育や

多面的な訓練を継続的に実施し、安全意識の醸成及び非常時の実効性を向上致します。

以上のことから、事業期間終了時のビジョン「中四国の持続的成長を牽引し続ける圧倒的

№1ゲートウェイ」の実現を目指してまいります。

（６）主要な事業内容

① 民間資金等の活用による公共施設等の設備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１

７号）第２条第７項に定める公共施設等運営権の設定を受けた、広島空港特定運営事業等に

関する一切の業務

② ホテル業及びその関連事業

（７）主要な事業所、従業員の状況

① 当社 広島県三原市本郷町善入寺６４番地３１

② 株式会社広島エアポートホテル 広島県三原市本郷町善入寺６４番２５

③ 従業員の状況（2023 年 3月 31 現在）

項目

性別

従業員数

（名）

平均年齢

（歳）

平均勤続年数

(年)

男 118 45.3 6.7

女 52 37.2 7.0

計 170 42.8 6.8

（注）平均勤続年数は、広島空港ビルディング株式会社での勤続年数を通算しています。
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（８）子会社の状況（2023 年 3 月 31 日現在）

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社広島エアポートホテル 1,000 万円 100% ホテル業

（９）主要な借入先及び借入額（2023 年 3 月 31 日現在）

借入先 借入額（残高）

シンジケートローン 11,403 百万円

（注） 株式会社広島銀行をアレンジャーとする合計 8の金融機関による協調融資です。

2. 株式に関する事項（２０２３年３月３１日現在）

（１）発行可能株式総数 226,000 株 内訳 普通株式 210,000 株

A種優先株式 16,000 株

（２）発行済株式の総数 226,000 株 内訳 普通株式 210,000 株

A種優先株式 16,000 株

（３）株主の総数 16 社

（４）株主名

株主名 持株数 持株

比率普通株式 A種優先株式 合計

三井不動産株式会社 67,200 株 8,258 株 75,458 株 33.4%

東急株式会社 63,000 株 7,742 株 70,742 株 31.3%

ひろぎんキャピタルパートナー

ズ株式会社

20,160 株 ― 20,160 株 8.9%

広島電鉄株式会社 14,000 株 ― 14,000 株 6.2%

株式会社広島銀行 10,500 株 ― 10,500 株 4.6%

住友商事株式会社 10,500 株 ― 10,500 株 4.6%

九州電力株式会社 4,620 株 ― 4,620 株 2.0%

中国電力株式会社 3,220 株 ― 3,220 株 1.4%

東急建設株式会社 3,150 株 ― 3,150 株 1.4%

株式会社東急コミュニティー 3,150 株 ― 3,150 株 1.4%

マツダ株式会社 2,800 株 ― 2,800 株 1.2%

福山通運株式会社 2,800 株 ― 2,800 株 1.2%

株式会社広島マツダ 1,820 株 ― 1,820 株 0.8%

広島ガス株式会社 1,680 株 ― 1,680 株 0.7%

株式会社中電工 1,260 株 ― 1,260 株 0.6%

株式会社エネルギア・コミュニ

ケーションズ

140 株 ― 140 株 0.1%

合計 210,000 株 16,000 株 226,000 株 100.0%

（注）持株比率は、普通株式の総数と、発行済みの A 種優先株式の総数の合計から計算して

おります。（小数点以下第 2位を四捨五入）
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３．会社役員に関する事項（２０２３年３月３１日現在）

（１）取締役及び監査役の氏名等

氏名 地位及び担当 重要な兼職の状況

中村 康浩 代表取締役社長

社長執行役員

株式会社広島エアポートホテル代表取締役社長

坂本 織也 取締役副社長

副社長執行役員

航空営業本部長

小林 和俊 取締役副社長

副社長執行役員

地域連携本部長

市来 利之 取締役 東急株式会社 専務執行役員

須永 尚 取締役 三井不動産株式会社 ソリューションパートナー本部

事業開発部長

山本 健一 取締役

亀村 直樹 常勤監査役

吉原 誠 監査役 三井不動産株式会社 ソリューションパートナー本部

ソリューション企画室長

藤井 義則 監査役 公認会計士

（注）

① 取締役 市来利之氏、同 須永尚氏の 2氏は、会社法第２条１５号に定める社外取締役で

す。

② 監査役 亀村直樹氏、同 吉原誠氏、同 藤井義則氏の 3 氏は、会社法第２条第１６号に

定める社外監査役です。

③ 監査役 藤井義則氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有する者であります。

④ 当社は社外取締役 市来利之氏、同 須永尚氏、同 山本健一氏、社外監査役 吉原誠

氏、同 藤井義則氏との間で、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、

会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額をその責任の限度とする旨の契約を締

結しております。

⑤ 当社は当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第 430 条の 3 第 1

項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険

契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に

起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が

塡補されることとなります。 
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⑥ 取締役及び監査役の報酬等の総額

区分 支給人数 報酬等の額 摘要

取締役 4 人 35,640 千円 役員報酬

監査役 2 人 7,000 千円 役員報酬

計 6 人 42,640 千円

４．会計監査人に関する事項

会計監査人の名称

公認会計士 奧兆生

５．業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

（１）取締役会決議

当社の業務の適正を確保するための体制の整備等については、2020 年 11 月 18 日の会

社設立以降、定期的に取締役会を開催し、社内規程の整備等の体制構築を進めており、内

部統制の基本方針及び体制整備を行うことについても以下のとおり決議を致しました。

① 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.取締役会規則及び経営会議規程を整備し、それらの会議体において取締役、執行役員

及び重要使用人の職務の執行状況について報告がなされる体制とする。

b.法令及び定款に基づく各種社内規程を制定し、これに従い職務の執行を行う。

c.社長直轄部門である内部監査室を設け、各部門における職務執行の状況をモニタリング

する。

d.反社会的勢力及び団体を排除・遮断することとし、警察当局等外部機関と緊密に連携を

持ちながら対処する。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

a.取締役の職務の執行に係る情報について、文書管理に関する社内規則に従い適切に保

存及び管理を行う。

b.保存された文書は、取締役・監査役・モニタリング担当者（内部監査室等）により随時に閲

覧できる体制をとる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a.航空の安全確保及び空港保安に係る空港運営全体の規程を整備し、リスクマネジメント

体制を敷く。その運用にあたり関係機関及び空港内他事業体と密接に連携して対応する。

b.リスク管理に関する社内規程を制定し、危機管理の実行体制を整える。

c.セルフモニタリング体制により、リスクの予兆管理を行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a.取締役会を定期的に開催し重要事項に係る意思決定を迅速に行う。

b.経営会議にて、取締役会の決定に基づく業務執行の実効性を確保するとともに、取締役

会へ上程すべき重要事項の審議、検討を行う。

⑤ 企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
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a.グループ会社、出資会社の担当部署を定め、グループ会社、出資会社の管理を行う。

⑥ 監査役会の職務執行の実効性を確保するための体制

a.内部監査室が監査役会の職務を補助する。

b.監査役会の補助を行う従業員は、監査役会の指揮命令の下で職務を執行する。

c.監査役会を補助する従業員の人事に関する事項については、監査役会と事前に協議す

る。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

a.監査役による重要会議への出席及び重要書類閲覧の機会を確保する。

b.取締役、執行役員及び従業員は、監査役会から重要な業務執行に関する事項の報告・

説明を求められた場合は、これに応じる。

c.取締役、執行役員及び従業員は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見し

た場合は、すみやかに監査役会に報告を行う。

d.取締役は、監査役会に上記の報告を行った者がそれにより不利な取扱いを受けないよう

に適切に対応する。

e.代表取締役、内部監査室は、監査役会と必要に応じて意見交換等を行い、内部統制の

体制整備、改善を進める。

f.監査役がその職務を執行するうえで必要な費用について、監査役と協議のうえで予算措

置をし、費用の前払いが必要な時には担当部署において対応する。

（２）体制の運用状況

上記、業務の適正を確保するための体制については、その方針に基づき整備を行うととも

に、各部門による日常のセルフモニタリングと社長直轄部門である内部監査室による定期的

なモニタリングにより、実施状況の確認と必要な場合の是正を行っています。



（単位：千円）

金 額 金 額

6,319,709 2,017,291

5,587,872 18,131

225,091 1,258,143

108,068 543,063

209,852 57,872

32,636 9,480

132,150 54,411

23,416 10,931

621 65,258

25,722,714

16,424,303

8,157,822

11,403,700

6,004,216 4,500,000

1,074,607 6,122

539,552 175,570

29,347 47,044

242,989 273,904

267,108 434

17,528

17,540,375

18,441,594

2,183

50,289

17,416,832 13,600,829

71,069

9,250,000

24,516

9,250,000

10,100

8,580 △ 4,899,170

5,836

13,600,829

32,042,423 32,042,423

未 収 入 金 未 払 費 用

未 収 消 費 税 等

流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 買 掛 金

売 掛 金 未 払 金

前 受 金

連 結 貸 借 対 照 表

（２０２３年３月３１日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 科 目

商 品 預 り 金

預 り 敷 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等前 払 費 用

固 定 負 債

固 定 資 産

長 期 借 入 金

社 債

有 形 固 定 資 産

建 設 協 力 金

賞 与 引 当 金そ の 他

資 本 金

建 物

長 期 預 り 金

構 築 物

退 職 給 付 に 係 る 負 債

公共施設等運営権更新投資

機 械 ・ 装 置

長 期 未 払 金

公 共 施 設 等 運 営 権

車 両 運 搬 具

繰 延 税 金 負 債

器 具 及 び 備 品

建 設 仮 勘 定

負 債 合 計

純 資 産 の 部

無 形 固 定 資 産

株 主 資 本

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

資 本 剰 余 金

投 資 そ の 他 の 資 産

利 益 剰 余 金

投 資 有 価 証 券

資 産 合 計 負 債 及 び 純 資 産 合 計

敷 金

そ の 他

純 資 産 合 計
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（単位： 千円）

売 上 原 価

販売費及び一般管理費

営 業 外 収 益

58

70,131

25,062

営 業 外 費 用

119,655

45,000

46,265

4,892

特 別 利 益

51,500

特 別 損 失

51,500

83,832

35,604

△ 25,435

当 期 純 損 失 （ △ ） △ 2,060,908

親会社株主に帰属する当期純損失（△ ） △ 2,060,908

10,169

固 定 資 産 圧 縮 損

135,332

税金等調整前当期純損失（△） △ 2,050,739

法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

固 定 資 産 除 却 損

支 払 手 数 料

そ の 他 215,813

経 常 損 失 （ △ ） △ 1,966,907

国 庫 補 助 金 51,500

社 債 利 息

受 取 利 息

助 成 金 収 入

そ の 他 95,252

支 払 利 息

193,622

売 上 総 利 益 2,955,930

4,802,277

営 業 損 失 （ △ ） △ 1,846,347

連 結 損 益 計 算 書

（２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日まで）

科 目 金 額

売 上 高 3,149,552
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(単位： 千円)

当連結会計年度期末残高 9,250,000 9,250,000 △ 4,899,170 13,600,829 13,600,829

当連結会計年度変動額合計 - - △ 2,060,908 △ 2,060,908 △ 2,060,908

△ 2,060,908親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 2,060,908 △ 2,060,908

当連結会計年度変動額

15,661,737

連結株主資本等変動計算書

（２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日まで）

株主資本

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 9,250,000 9,250,000 △ 2,838,262 15,661,737
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

（１）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 1社

連結子会社は株式会社広島エアポートホテルである。

（２）持分法の適用に関する事項

広島空港給油施設株式会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

から見て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範囲から除外している。

（３）連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致している。

（４）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定)

（５）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物・構築物 定額法

建物・構築物を除く有形固定資産 定率法

② 無形固定資産 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5 年)に基づいている。ま

た、公共施設等運営権及び更新投資に係る資産の減価償却の方法については、「３．連結貸借

対照表に関する注記 （５）公共施設等運営権」に記載のとおりである。

（６）重要な引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上している。

（７）重要な収益及び費用の計上基準

① 空港事業

空港事業においては、主に空港施設等の整備・運営を行い、顧客に対して航空機の発着や給

油、旅客施設等に関するサービスを提供する義務を負っている。当該履行義務は、顧客が空港

施設等を利用することで充足され、履行義務の充足をもって収益を認識している。

② ホテル事業

ホテル事業においては、主に顧客への客室の提供、レストランや宴会場での料理や飲物のサー

ビスを提供しており、顧客への役務の提供が完了した時点で収益を認識している。
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（８）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。

② 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

２．会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 8,157,822 千円

無形固定資産 17,540,375 千円

減損損失 －千円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法

当社グループは、減損の兆候が認められる場合には、資産又は資産グループについて、当該

資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る

場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとして

いる。

② 主要な仮定

当社グループの事業は新型コロナウィルス感染症の影響を受けている。割引前将来キャッシュ・

フローの算定にあたっては、航空業界における新型コロナウィルス感染症の影響からの回復シ

ナリオ等を仮定し、直近の旅客数の減少を反映した空港運営事業期間にわたる計画に基づい

て判定を行うこととしている。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

当社グループでは、合理的な仮定に基づき、割引前将来キャッシュ・フローを算定することとし

ているが、当該仮定は新型コロナウィルス感染症の収束及び経済回復の時期について不確実

性を伴う。現時点においては、重要な減損損失が発生する可能性は低いと判断している。
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３．連結貸借対照表に関する注記

（１）所有権に制約のある資産

ビル施設等事業に関する建物等については、売買予約契約に基づき所有権移転請求権仮登記を

設定している。

（２）担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

現金及び預金 5,581,580 千円

売掛金 225,091 千円

未収入金 108,068 千円

建物 6,004,216 千円

構築物 1,074,607 千円

器具及び備品 100,000 千円

公共施設等運営権 17,416,832 千円

計 30,510,396 千円

② 担保に係る債務

長期借入金 11,403,700 千円

（３）圧縮記帳額

① 地方公共団体等からの補助金等の受入に伴い、有形固定資産の取得原価から控除して

いる圧縮記帳累計額

建物 12,027 千円

機械装置 57,816 千円

器具及び備品 17,730 千円

② 当事業年度において、地方公共団体等からの補助金等の受入に伴い、固定資産の取得

原価から控除している圧縮記帳額

機械装置 51,500 千円

（４）有形固定資産の減価償却累計額 1,578,989 千円

（５）公共施設等運営権

① 公共施設等運営権の概要

・事業名称

広島空港特定運営事業等

・公共施設等運営権の対象となる公共施設等の内容

（名称） 広島空港

（事業の範囲） 空港運営等事業、空港航空保安施設運営等事業

環境対策事業、その他附帯事業

（対象施設） 空港基本施設、空港航空保安施設、道路、駐車場施設、空港用地(非国有地

を除く)、各施設に附帯する施設

・実施契約に定められた運営権対価の支出方法

空港運営事業開始日までに 18,500,000 千円を一括で支払っている。

・運営権設定期間

2020 年 12 月 18 日～2050 年 12 月 17 日
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・残存する運営権設定期間

2023 年 4月 1 日～2050 年 12 月 17 日

② 公共施設等運営権の減価償却の方法

空港運営事業期間にわたって定額法にて償却（29 年 6 ヶ月）

③ 更新投資に係る事項

・主な更新投資の内容及び投資を予定している時期

主な更新投資の内容 時 期

飛行場灯火施設改修工事 2024 年 3月期～2027 年 3月期

・更新投資に係る資産の計上方法

更新投資を実施した際に、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分に関する支出額

を無形固定資産として計上することとしている。

・更新投資に係る資産の減価償却の方法

更新投資を実施した時より、当該更新投資に係る資産の経済的耐用年数(当該更新投資に

係る資産の経済的耐用年数が公共施設等運営権の残存する運営権設定期間を上回る場合

は、当該残存する運営権設定期間)にわたり定額法により償却することとしている。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 210,000 － － 210,000

優先株式 16,000 － － 16,000

５．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

資金運用は短期的な預金とし、資金調達は銀行からの借入によっている。長期借入金及び社債は

広島空港特定運営事業等開始資金及び設備投資資金に充当している。

（２）金融商品の時価等に関する事項

2023 年 3 月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

である。

（単位：千円）

貸借対照表計上額(※) 時価(※) 差額

①現金及び預金 5,587,872 5,587,872 －

②長期借入金 (11,403,700) (11,403,700) －

③社債 (4,500,000) (3,965,222) 534,777

(※)負債に計上されているものについては、（ ）で示している。

- 15 - 



(注 1)金融商品の時価の算定方法

① 現金及び預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

② 長期借入金

長期借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿

価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。

③ 社債

元利金の合計額を当該社債の残存期間及び自己の信用リスクを加味した利率で割り引いた現

在価値により算定している。

６．賃貸等不動産に関する注記

（１）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、広島県内において、賃貸用の旅客ターミナルビル、貨物ターミナルビル及び駐車

場を有している。なお、賃貸用の旅客ターミナルビルには、当社が使用している部分を含んでいる。

（２）賃貸等不動産の時価等に関する事項

(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価

賃貸等不動産として使用される部分

を含む不動産
6,865,004 6,865,004

(注 1)連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注 2)時価は、社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定書」に基づいて、自社で合理的に算出した

金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)である。

７．1 株当たり情報に関する注記

（１）1 株当たりの純資産額 26,670 円 61 銭

（２）1 株当たりの当期純損失（△） △9,813 円 85 銭
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（単位：千円）

金 額 金 額

5,991,441 1,947,197

5,321,215 10,817

184,392 1,257,795

99,835 512,139

209,852 50,090

31,484 56,403

122,930 7,716

21,118 52,235

611

25,688,945 16,368,146

8,147,003 11,403,700

4,500,000

6,003,048 6,122

1,074,607 172,570

538,664 47,044

29,347 218,181

234,227 17,528

267,108 3,000

18,315,344

17,526,580 13,365,042

1,313 9,250,000

37,364

17,416,832 9,250,000

71,069

9,250,000

15,361

△ 5,134,957

100

10,000 △ 5,134,957

5,261 △ 5,134,957

13,365,042

31,680,386 31,680,386資 産 合 計 負 債 及 び 純 資 産 合 計

関 係 会 社 株 式 そ の 他 利 益 剰 余 金

そ の 他 繰 越 利 益 剰 余 金

純 資 産 合 計

出 資 金

無 形 固 定 資 産 株 主 資 本

電 話 加 入 権 資 本 金

ソ フ ト ウ エ ア

公 共 施 設 等 運 営 権 資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

投 資 そ の 他 の 資 産

利 益 剰 余 金

公共施設等運営権更新投資

純 資 産 の 部

構 築 物 預 り 敷 金

機 械 ・ 装 置 長 期 預 り 金

車 両 運 搬 具 退 職 給 付 引 当 金

器 具 及 び 備 品 繰 延 税 金 負 債

建 設 仮 勘 定

負 債 合 計

保 証 金

建 物 建 設 協 力 金

預 り 金

前 払 費 用

固 定 資 産 固 定 負 債

有 形 固 定 資 産 長 期 借 入 金

社 債

そ の 他

賞 与 引 当 金

未 収 消 費 税 等

未 払 費 用

商 品

未 払 法 人 税 等

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 受 金

流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 買 掛 金

未 収 入 金

未 払 金売 掛 金

貸 借 対 照 表

（２０２３年３月３１日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 科 目
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（単位：千円）

Ⅱ 売 上 原 価

Ⅲ 販売費及び一般管理費

Ⅳ 営 業 外 収 益

56

51,012

10,629

Ⅴ 営 業 外 費 用

164,655

50,017

Ⅵ 特 別 利 益

51,500

Ⅶ 特 別 損 失

83,819

51,500

3,840

△ 25,435

当 期 純 損 失 （ △ ） △ 2,115,968

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額 △ 21,595

固 定 資 産 除 却 損

135,319

税 引 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △ 2,137,564

固 定 資 産 圧 縮 損

経 常 損 失 （ △ ） △ 2,053,745

国 庫 補 助 金 51,500

支 払 手 数 料 等 214,673

受 取 利 息

そ の 他 61,697

支 払 利 息

助 成 金

103,244

売 上 総 利 益 2,318,167

4,218,936

営 業 損 失 （ △ ） △ 1,900,769

損 益 計 算 書

（２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日まで）

科 目 金 額

Ⅰ 売 上 高 2,421,411
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(単位：千円)

(単位：千円)

当期末残高 9,250,000

当期首残高

当期変動額

当期純損失（△）

当期変動額合計

当期末残高

純資産
合計

15,481,011

当期変動額合計 - - △ 2,115,968 △ 2,115,968- △ 2,115,968

当期純損失（△） △ 2,115,968 △ 2,115,968△ 2,115,968

当期変動額

当期首残高 9,250,000 9,250,000 △ 3,018,988 15,481,0119,250,000 △ 3,018,988

株主資本等変動計算書

（２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日まで）

株主資本

資本金
株主資本

合計
その他

利益剰余金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計 繰越
利益剰余金

利益剰余金
合計

△ 2,115,968

△ 2,115,968

13,365,042

9,250,000 △ 5,134,957 13,365,0429,250,000 △ 5,134,957
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定)

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物・構築物 定額法

建物・構築物を除く有形固定資産 定率法

② 無形固定資産 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいている。ま

た、公共施設等運営権及び更新投資に係る資産の減価償却の方法については、「３．貸借対照

表に関する注記 （６）公共施設等運営権」に記載のとおりである。

（３）引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

② 退職給付引当金

従業員退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計

上している。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。

（４）収益及び費用の計上基準

空港事業

空港事業においては、主に空港施設等の整備・運営を行い、顧客に対して航空機の発着や給

油、旅客施設等に関するサービスを提供する義務を負っている。当該履行義務は、顧客が空港

施設等を利用することで充足され、履行義務の充足をもって収益を認識している。

（５）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。
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２．会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 8,147,003 千円

無形固定資産 17,526,580 千円

減損損失 －千円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

連結計算書類「連結注記表 ２.会計上の見積りに関する注記 固定資産の減損」に記載した内容と

同一である。

３．貸借対照表に関する注記

（１）所有権に制約のある資産

ビル施設等事業に関する建物等については、売買予約契約に基づき所有権移転請求権仮登記を

設定している。

（２）担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

現金及び預金 5,318,325 千円

売掛金 184,392 千円

未収入金 99,835 千円

建物 6,003,048 千円

構築物 1,074,607 千円

器具及び備品 100,000 千円

公共施設等運営権 17,416,832 千円

関係会社株式 0 千円

計 30,197,039 千円

② 担保に係る債務

長期借入金 11,403,700 千円

（３）圧縮記帳額

① 地方公共団体等からの補助金等の受入に伴い、有形固定資産の取得原価から控除している圧

縮記帳累計額

建物 12,027 千円

機械装置 57,816 千円

器具及び備 17,730 千円

② 当事業年度において、地方公共団体等からの補助金等の受入に伴い、固定資産の取得

原価から控除している圧縮記帳額

機械装置 51,500 千円

（４）有形固定資産の減価償却累計額 1,480,321 千円

（５）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 4,252 千円

短期金銭債務 4,778 千円
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（６）公共施設等運営権

① 公共施設等運営権の概要

・事業名称 広島空港特定運営事業等

・公共施設等運営権の対象となる公共施設等の内容

（名称） 広島空港

（事業の範囲） 空港運営等事業、空港航空保安施設運営等事業

環境対策事業、その他附帯事業

（対象施設） 空港基本施設、空港航空保安施設、道路、駐車場施設、空港用地(非国有地を

除く)、各施設に附帯する施設

・実施契約に定められた運営権対価の支出方法

空港運営事業開始予定日までに 18,500,000 千円を一括で支払っている。

・運営権設定期間

2020 年 12 月 18 日～2050 年 12 月 17 日

・残存する運営権設定期間

2023 年 4月 1日～2050 年 12 月 17 日

② 公共施設等運営権の減価償却の方法

空港運営事業期間にわたって定額法にて償却（29 年 6 ヶ月）

③ 更新投資に係る事項

・主な更新投資の内容及び投資を予定している時期

主な更新投資の内容 時 期

飛行場灯火施設改修工事 2024 年 3月期～2027 年 3月期

・更新投資に係る資産の計上方法

更新投資を実施した際に、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分に関する支出額を無

形固定資産として計上することとしている。

・更新投資に係る資産の減価償却の方法

更新投資を実施した時より、当該更新投資に係る資産の経済的耐用年数(当該更新投資に係る

資産の経済的耐用年数が公共施設等運営権の残存する運営権設定期間を上回る場合は、当該

残存する運営権設定期間)にわたり定額法により償却することとしている。

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 51,614 千円

販売費及び一般管理費 127,729 千円

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、繰越欠損金であるが、全額評価性引当を行っている。

繰延税金負債の発生の主な原因は、広島空港ビルディング株式会社の吸収合併に伴い発生した時価

評価差額である。
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６．関連当事者との取引に関する注記 (単位：千円)

種類 会社等の名称
議決権の所有

(被所有)割合

関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額 科目

期末

残高

その他の

関係会社

三井不動産㈱
(被所有)

直接 32.00%

役員の兼任

担保の受入

担保の受入

(注)

11,403,700
－ －

東急㈱
(被所有)

直接 30.00%

役員の兼任

担保の受入

担保の受入

(注)

11,403,700
－ －

子会社
㈱広島エアポ

ートホテル

(所有)

直接 100.00%

役員の兼任

施設の運営

委託

担保の受入

担保の受入

(注)
11,403,700 － －

取引条件および取引条件の決定方針等

(注)金融機関からの借入金に対して、物上保証を受けている。なお、取引金額には期末借入金

残高を記載している。

７．1 株当たり情報に関する注記

（１）1 株当たりの純資産額 25,547 円 82 銭

（２）1 株当たりの当期純損失（△） △10,076 円 04 銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告 謄本 

独立監査人の監査報告書 

2023 年５月 23 日 

広島国際空港株式会社 

取締役会 御中 

奧 兆生公認会計士事務所 

広島県広島市 

公認会計士  奧 兆生 

 

監査意見 

私は、会社法第444条第４項の規定に基づき、広島国際空港株式会社の2022年４月１日から2023年３月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及び連結注記表について監査を行った。 

私は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

広島国際空港株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益

の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける私の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における

職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫

理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び

運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

私の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。 

連結計算書類の監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と連結計算書類又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、

また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。 

 

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 
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切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。 

 

連結計算書類の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計

算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に

又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性

があると判断される。  

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統

制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書

において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の

注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。

監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに

連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切

な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事

項について報告を行う。 

 

利害関係 

会社及び連結子会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上  
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計算書類に係る会計監査人の監査報告 謄本 

独立監査人の監査報告書 

2023年５月23日 

広島国際空港株式会社 

取締役会 御中 

 

奧 兆生公認会計士事務所 

広島県広島市 

公認会計士  奧 兆生 

 

監査意見 

私は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、広島国際空港株式会社の2022年４月１日から2023年３

月31日までの第３期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 

私は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと

認める。 

 

監査意見の根拠 

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける私の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び

運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

私の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と計算書類等又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、

そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。 

 

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成 

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で 

- 26 - 



 

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類

等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は

集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると

判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を

検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に

おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事

項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の

結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続

企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算

書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事

項について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上  
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監査役会の監査報告 謄本 

 

監査報告書 

 

当監査役会は、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの第 3 期（2022 年度）事業年度の取締

役の職務の執行に関して、監査役全員が協議して監査した結果、全員の一致した意見として本監査報告

書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求めました。 

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方

法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況

を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び

情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために

必要なものとして、会社法施行規則第 100 条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取

締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応

じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会

社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を整備している旨の通知を受けました。 

 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書、並びに連結計算書類（連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

 

２．監査の結果 

 （1） 事業報告等の監査結果 

① 事業報告は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認

められません。 
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③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事

項は認められません。 

 （2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人 公認会計士 奥 兆生氏の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 （3） 連結計算書類の監査結果 

会計監査人 公認会計士 奥 兆生氏の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

  

2023 年 5 月 25 日 

 

広島国際空港株式会社 監査役会 

 

常勤監査役 亀 村 直 樹     ㊞ 

 

監査役 吉 原  誠       ㊞ 

 

監査役 藤 井 義 則     ㊞ 
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